
（別紙２） 

吾妻山の火山活動が活発化した場合の避難計画 新旧対照表 

1 

項番号 新 旧 

２   

情報伝達体制の構築 

（１）（略） 

（２）噴火警報等の伝達系統図 

仙台管区気象台が発表する噴火警報、噴火予報、降灰予報等は、下図により伝達される。 

図 ２－３ 噴火警報等の伝達系統図（福島県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２－４ （略） 
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図 ２－４ （略） 

 

 ２．２ 

 

地方振興局

消防防災航空ｾﾝﾀｰ

各消防本部

防災関係機関

（吾妻山のみ）

※ 二重線は、特別警報発表時の伝達義務あり。（放送機関はＮＨＫ福島放送局のみ）

※ 「◆」は、防災情報提供システム（送達報）を用いた情報伝達を示す。

※ 北陸地方整備局に対しては、新潟地方気象台から防災情報提供システムを用いた情報の伝達あり

消防庁
J-ALERT 県

(危機管理総室）
県庁関係課 出先機関

避
難
促
進
施
設

山
小
屋
等

噴火警報のみ

仙台管区気象台地域
火山監視・警報ｾﾝﾀｰ
（那須岳は気象庁地
震火山部火山監視・
警報ｾﾝﾀｰ）

市町村

東北管区警察局

東北地方
整備局

東北地方整備局
郡山国道事務所

　県総合情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

※東日本電信電
話（株）が被災す
るなど伝達を受け
られないときは、
西日本電信電話
（株）が代わりに
受信し、伝達する

東（西）日本電信
電話（株）（ｴﾇ･
ﾃｨ･ﾃｨｿﾙｺ
(株)CEO本部　情
報案内部門　仙台
センター）

ＮＨＫ福島放送局

放送機関

鉄道気象連絡会
福島地方部会

福
島
地
方
気
象
台

県警察本部

東北地方整備局
福島河川国道事務所

第44普通科連隊

陸上自衛隊

那須自然保護官事務所

北陸地方整備局
阿賀川河川事務所

北陸地方
整備局

地
域
住
民

登
山
者

観
光
客

福島海上保安部 船舶

東北運輸局
福島運輸支局

　 関東森林管理局
　　　福島森林管理署・
　　　会津森林管理署

福島森林管理署白河支署・
会津森林管理署南会津支署

裏磐梯自然保護官事務所

檜枝岐自然保護官事務所

警察署
駐在所・

交番

報道機関

国土地理院
東北方測量部

火山専門家 山形県

米沢市

山形地方気象台 山形県警本部

地方振興局

消防防災航空ｾﾝﾀｰ

各消防本部

防災関係機関

（吾妻山のみ）

※ 二重線は、特別警報発表時の伝達義務あり。（放送機関はＮＨＫ福島放送局のみ）

※ 「◆」は、防災情報提供システム（送達報）を用いた情報伝達を示す。

※ 北陸地方整備局に対しては、新潟地方気象台から防災情報提供システムを用いた情報の伝達あり。

消防庁
J-ALERT 県

(危機管理総室）
県庁関係課 出先機関

　県総合情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

※東日本電信電
話（株）が被災す
るなど伝達を受け
られないときは、
西日本電信電話
（株）が代わりに
受信し、伝達する

東（西）日本
電信電話（株）

避
難
促
進
施
設

山
小
屋
等

噴火警報のみ

仙台管区気象台
（那須岳は気象庁）

市町村

東北管区警察局

福
島
地
方
気
象
台

県警察本部 警察署
駐在所・

交番

東北地方整備局
福島河川国道事務所

東北地方
整備局

東北地方整備局
郡山国道事務所

ＮＨＫ福島放送局

放送機関

陸上自衛隊

第44普通科連隊

檜枝岐自然保護官事務所

北陸地方整備局
阿賀川河川事務所

北陸地方
整備局

地
域
住
民

登
山
者

観
光
客

福島海上保安部 船舶

鉄道気象連絡会
福島地方部会

東北運輸局
福島運輸支局

　 関東森林管理局
　　　福島森林管理署・
　　　会津森林管理署

福島森林管理署白河支署・
会津森林管理署南会津支署

裏磐梯自然保護官事務所

山形地方気象台 山形県警本部

米沢市

那須自然保護官事務所

報道機関

国土地理院
東北方測量部

火山専門家 山形県
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（３）火山異常現象発見の通報 

   火山の異常現象等を発見した者は、災害対策基本法第 54条（発見者の通報義務）により、 

  市町村又は警察署等に通報する。 

   通報を受けた市町村又は警察署等は、下記の連絡系統図により速やかに関係機関へ連絡す 

  る。 

 

 ①吾妻山情報連絡系統図 

 

図 ２－５ 吾妻山情報連絡系統図（福島県） 
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図 ２－５ 吾妻山情報連絡系統図（福島県） 
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